
令和５年度介護サービス事業者説明会（浜松市健康福祉部介護保険課） 

浜松市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する取扱要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第

４１条第１項に規定する指定居宅サービス事業者、法第４２条の２第１項に規定する指

定地域密着型サービス事業者、法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者、

法第４８条第１項第１号に規定する指定介護老人福祉施設、法第５３条第１項に規定す

る指定介護予防サービス事業者、法第５４条の２第１項に規定する指定地域密着型介護

予防サービス事業者及び法第５８条第１項に規定する指定介護予防支援事業者の指定

等、健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の

２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第２６条の規定による

改正前の法（以下「平成１８年改正前介護保険法」という。）第４８条第１項第３号に

規定する指定介護療養型医療施設の指定の更新等、法第９４条第１項の規定による介護

老人保健施設並びに法第１０７条第１項に規定する介護医療院の開設の許可等に係る

様式及び指定等に関して必要な事項を定める。 

 （指定の申請等） 

第２条 介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「省令」という。）第    

１１４条第１項、第１１５条第１項、第１１６条第１項、第１１７条第１項、第１１８

条第１項、第１１９条第１項、第１２０条第１項、第１２１条第１項、第１２２条第１

項、第１２３条第１項、第１２４条第１項及び第１２５条第１項の申請書の様式は、指

定居宅サービス事業所指定申請書（第１号様式）とする。 

２ 省令第１３１条の２の２第１項、第１３１条の３第１項、第１３１条の３の２第１項、

第１３１条の４第１項、第１３１条の５第１項、第１３１条の６第１項、第１３１条の

７第１項、第１３１条の８第１項及び第１３１条の８の２第１項の申請書の様式は、指

定地域密着型サービス事業所指定申請書（第１号様式）とする。 

３ 省令第１３２条第１項の申請書の様式は、指定居宅介護支援事業所指定申請書（第１

号様式）とする。 

４ 省令第１３４条第１項の申請書の様式は、指定介護老人福祉施設指定申請書（第１号

様式）とする。 

５ 省令第１３６条第１項の申請書の様式は、介護老人保健施設開設許可申請書（第１号

様式）とする。 
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６ 省令第１３８条第１項の申請書の様式は、介護医療院開設許可申請書（第１号様式）

とする。 

７ 省令第１４０条の４第１項、第１４０条の５第１項、第１４０条の６第１項、第１４

０条の７第１項、第１４０条の９第１項、第１４０条の１０第１項、第１４０条の１１

第１項、第１４０条の１２第１項、第１４０条の１３第１項及び第１４０条の１４第１

項の申請書の様式は、指定介護予防サービス事業所指定申請書（第１号様式）とする。 

８ 省令第１４０条の２４第１項、第１４０条の２５第１項及び第１４０条の２６第１項

の申請書の様式は、指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書（第１号様式）

とする。 

９ 省令第１４０条の３２第１項の申請書の様式は、指定介護予防支援事業所指定申請書

（第１号様式）とする。 

 （指定の更新申請等） 

第３条 省令第１１４条第２項、第１１５条第３項、第１１６条第３項、第１１７条第３

項、第１１８条第３項、第１１９条第２項、第１２０条第３項、第１２１条第３項、第

１２２条第３項、第１２３条第３項、第１２４条第３項及び第１２５条第３項の申請書

の様式は、指定居宅サービス事業所指定更新申請書（第２号様式）とする。 

２ 省令第１３１条の２の２第２項、第１３１条の３第２項、第１３１条の３の２第３項、

第１３１条の４第３項、第１３１条の５第３項、第１３１条の６第３項、第１３１条の

７第２項、第１３１条の８第２項及び第１３１条の８の２第２項の申請書の様式は、指

定地域密着型サービス事業所指定更新申請書（第２号様式）とする。 

３ 省令第１３２条第２項の申請書の様式は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書

（第２号様式）とする。 

４ 省令第１３４条第２項の申請書の様式は、指定介護老人福祉施設指定更新申請書（第

２号様式）とする。 

５ 省令第１３６条第３項の申請書の様式は、介護老人保健施設開設許可更新申請書（第

２号様式）とする。 

６ 省令第１３８条第３項の申請書の様式は、介護医療院開設許可更新申請書（第２号様

式）とする。 

７ 省令第１４０条の４第３項、第１４０条の５第３項、第１４０条の６第３項、第１４

０条の７第３項、第１４０条の９第３項、第１４０条の１０第３項、第１４０条の１１

第３項、第１４０条の１２第３項、第１４０条の１３第３項及び第１４０条の１４第３
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項の申請書の様式は、指定介護予防サービス事業所指定更新申請書（第２号様式）とす

る。 

８ 省令第１４０条の２４第３項、第１４０条の２５第３項及び第１４０条の２６第３項

の申請書の様式は、指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書（第２号様

式）とする。 

９ 省令第１４０条の３２第３項の申請書の様式は、指定介護予防支援事業所指定更新申

請書（第２号様式）とする。 

１０ 健康保険法等の一部を改正する法律附則第１３０条の２第１項の規定によりなお

その効力を有するものとされた省令（以下「平成１８年改正前介護保険法施行規則」と

いう。）第１３８条第２項の申請書の様式は、指定介護療養型医療施設指定更新申請書

（第２号様式）とする。 

（指定特定施設入居者生活介護事業所の指定の変更申請） 

第４条 省令第１２６条の１３の申請書の様式は、指定特定施設入居者生活介護事業所指

定事項変更申請書（第３号様式）とする。 

（指定居宅サービス事業所等の特例等に係る別段の申出） 

第５条 省令第１２９条、第１３０条、第１４０条の２０及び第１４０条の２１の申出書

の様式は、指定不要申出書（第４号様式）とする。 

第６条 省令第１３０条の５、第１３１条の１１の９、１４０条の１７の６、第１４

０条の２８の２の申出書の様式は、特例による指定不要申出書（第５号様式）とす

る。 

 （変更の届出等） 

第７条 浜松市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則（平成２４年浜松市規則

第 ５２号。以下「規則」という。）第５条第１項の届出書の様式は、変更届出書（第

６号様式）とする。 

２ 規則第５条第２項の届出書の様式は、事業再開届出書（第７号様式）とする。 

３ 規則第５条第３項の届出書の様式は、事業廃止・休止届出書（第８号様式）とする。 

（指定の辞退） 

第８条 規則第６条の届出書の様式は、指定辞退届出書（第９号様式）とする。 

（介護老人保健施設及び介護医療院の変更許可の申請） 

第９条 規則第７条の申請書の様式は、開設許可事項変更許可申請書（第１０号様式）と

する。 
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（介護老人保健施設及び介護医療院の管理者の承認申請） 

第１０条 規則第８条の申請書の様式は、管理者承認申請書（第１１号様式）とする。 

（介護老人保健施設及び介護医療院の広告事項の許可申請） 

第１１条 規則第９条の申請書の様式は、広告事項許可申請書（第１２号様式）とする。 

（指定介護療養型医療施設の指定の変更申請） 

第１２条 平成１８年改正前介護保険法施行規則第１３９条の申請書の様式は、指定介護

療養型医療施設指定事項変更申請書（第１３号様式）とする。 

（指定介護予防支援の委託の届出） 

第１３条 規則第１１条第１項の届出書の様式は、指定介護予防支援委託届出書（第１４

号様式）とする。 

２ 規則第１１条第２項の届出書の様式は、指定介護予防支援委託届出事項変更届出書

（第１５号様式）とする。 

（業務管理体制の整備に関する事項の届出） 

第１４条 法第１１５条の３２第２項第３号及び第４号に規定する介護サービス事業者

に係る省令第１４０条の４０第１項及び第３項の届出書の様式は、業務管理体制整備事

項届出書（第１６号様式）とする。 

２ 規則第１３条第２項の届出書の様式は、業務管理体制整備事項変更届出書（第１７号

様式）とする。 

（指定通所介護事業所等の設備の利用の開始等の届出） 

第１５条 規則第１３条の届出書は、指定通所介護事業所等における宿泊サービスの

実施に関する開始届出書（第１８号様式）とする。 

２ 指定通所介護事業者、指定地域密着型通所介護事業者、指定認知症対応型通所介

護事業者又は指定介護予防認知症対応型通所介護事業者（以下「指定通所介護事業

者等」という。）は、規則第１３条の規定により届け出た内容に変更があった場合は、

指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する変更届出書（第１８号

様式）により、変更の事由が生じてから１０日以内に、その旨を市長に届け出るも

のとする。 

３ 指定通所介護事業者等は、規則第１３条の規定により届け出たサービスの提供を

休止又は廃止する場合には、指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に

関する休止・廃止届出書（第１８号様式）により、その休止又は廃止の日の１月前

までに、その旨を市長に届け出るものとする。 



令和５年度介護サービス事業者説明会（浜松市健康福祉部介護保険課） 
 

（エックス線装置等の設置等の届出） 

第１６条 省令第１４０条の２の４において準用する医療法施行規則（昭和２３年厚生省

令第５０号）第２４条の２の届出書の様式は、診療用エックス線装置設置届出書（第１

９号様式）とする。 

２ 規則第１４条第３項の届出書の様式は、診療用エックス線装置廃止届出書（第２０号

様式）とする。 

 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に

関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１１条の規定によりなおその効力を

有するものとされた保険給付に係る同法第５条の規定による改正前の介護保険法

（平成９年法律第１２３号）第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護及び同

条第７項に規定する介護予防通所介護に係る浜松市指定居宅サービス事業者等の指

定等に関する取扱要綱の適用については、なお従前の例による。 

 

  附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年１０月１日から施行する。 


